
（お知らせ） 

2018 年 12 月 26 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

廃止措置実施方針の公表について 

 

 当社は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等

規制法）」第43条の3の33の規定に基づき作成した廃止措置実施方針について、

本日公表しておりますのでお知らせいたします。 

 本方針は、2017 年 4 月の原子炉等規制法の改正により、原子力発電所の稼動

停止から廃止へのより円滑な移行を図ることを目的とし、当社を含む発電用原

子炉設置者等に対し、2018 年 12 月末までに、発電用原子炉ごとの作成および

インターネットでの公表を求められているものです。 

 なお、本方針については、今後、少なくとも 5 年ごとに見直しを図っていく

とともに、記載内容に変更の必要が生じた際は、遅滞なく対応・公表いたしま

す。 

 

以 上 

 

添付資料 

・福島第一原子力発電所 5 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・福島第一原子力発電所 6 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・福島第二原子力発電所 1 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・福島第二原子力発電所 2 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・福島第二原子力発電所 3 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・福島第二原子力発電所 4 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・柏崎刈羽原子力発電所 1 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・柏崎刈羽原子力発電所 2 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・柏崎刈羽原子力発電所 3 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・柏崎刈羽原子力発電所 4 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・柏崎刈羽原子力発電所 5 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・柏崎刈羽原子力発電所 6 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・柏崎刈羽原子力発電所 7 号発電用原子炉の廃止措置実施方針 

・東通原子力発電所発電用原子炉の廃止措置実施方針 

 

＜公開先 URL＞ 

http://www.tepco.co.jp/electricity/mechanism_and_facilities/power_generat

ion/nuclear_power/decommissioning_plan.html 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

広報室 原子力広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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廃止措置実施方針の概要

2018年12月26日
東京電力ホールディングス株式会社

１．廃止措置実施方針の概要
■国際原子力機関(IAEA)は、原子力規制庁(NRA)に対し、原子力及び放射線施

設の供用期間の全段階において廃止措置を考慮する旨の勧告
⇒炉規法の改正（2017年4月）：廃止措置実施方針の作成・公表の義務化

＜廃止措置実施方針＞
【対象】 全ての原子力事業者※において、設置の許可を受けた施設

【内容】 解体方法、核燃料物質の管理・譲渡、廃止措置費用・資金調達方法 等
【公表】 2018年12月末までに廃止措置実施方針を作成し、公表することが必要

＜当社の廃止措置実施方針対象設備＞

• 発電用原子炉設置者及び試験研究用等原子炉設置者については原子炉ごとに、製錬事業者、加工
事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者については許可又は指定
を受けた工場又は事業所ごとに、廃止措置実施方針を作成

福島第一(1F) ：5・6号機のみ対象（1～4号機は政令により除外）
福島第二(2F) ：1～4号機全て対象
柏崎刈羽(KK) ：1～7号機全て対象
東通 ：1号機のみ対象（2号機は設置許可前のため対象外）
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廃止措置実施方針 廃止措置計画
文書の扱い ホームページで公表のみ 申請⇒認可（原子力規制委員会）

対応時期
運転を開始しようとするとき（設置の許可を
受けたとき）から廃止措置完了まで
※廃止措置計画申請／認可後も失効しない

原子炉を廃止しようとするとき（運転停
止）から廃止措置完了まで

変更対応 ・５年に一度の全体見直し
・記載に変更があれば適宜見直し

・段階移行のタイミングで見直し
・記載に変更があれば適宜見直し

設置
許可
▽

建 設 廃止措置

運転
終了
▽

運転
開始
▽

廃止措置
終了
▽

運 転

＜廃止措置実施方針と廃止措置計画の対応時期イメージ＞

２．廃止措置実施方針と廃止措置計画の関係
■廃止措置実施方針は設置許可後から作成し、ホームページで公表
■廃止措置計画は原子炉を廃止する段階から作成し、NRAの認可を受ける

廃止措置計画
廃止措置実施方針

廃止措置計画の対応時期

廃止措置実施方針の対応時期

【参考】廃止措置実施方針に関する法規制
■『核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律』
◆第43条の3の33（一部抜粋）

1.発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該発電用原子炉の解
体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃
棄その他の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉の廃止に伴う措置（以下この節におい
て「廃止措置」という。）を実施するための方針（以下この条において「廃止措置実施方針」とい
う。）を作成し、これを公表しなければならない。

2.廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措
置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を
定めなければならない。

3.発電用原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実
施方針を公表しなければならない。

■『実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則』
◆第115条の2（廃止措置実施方針に定める事項）

法43条の3の33第1項の廃止措置実施方針には、発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなけ
ればならない。

◆第115条の3（廃止措置実施方針の公表）
法43条の3の33第1項及び第3項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行っ
た後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

◆第115条の4（廃止措置実施方針の見直し）
発電用原子炉設置者は、少なくとも5年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると
認めるときは、これを変更しなければならない。
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（お知らせ） 

2018 年 12 月 26 日 
東京電力ホールディングス株式会社 

 
 

素材メーカーの不適切行為に関する当社原子力発電所への影響について 

 

 

 当社は、東京計器株式会社およびＫＹＢ株式会社、株式会社川金ホールディ

ングス、日立化成株式会社、株式会社トーカンの不適切行為に関し、当社原子

力発電所への影響について自主的に調査を行った結果、当社原子力発電所の安

全性に影響がないことを確認いたしましたので、お知らせいたします。 

 

以 上 

 
添付資料 
・素材メーカーにおける不適切な案件に関する対応状況について 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

広報室 原子力広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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2018 年 12 月 26 日 
東京電力ホールディングス株式会社 

 
素材メーカーにおける不適切な案件に関する対応状況について 

 
１．はじめに 
  昨今、素材メーカーにより、不適切な取り扱いがあったと公表されている製品について、当社原子力発電所での使用状況ならびに健全性の確認状況は下記のとおり。 
 
２．使用状況ならびに健全性確認状況 

メーカー名 
（公表日） 

製品名※１ 
使用状況 

不適切な取り扱いの内容※２ 健全性確認状況※２ 
１Ｆ ２Ｆ ＫＫ 

東京計器株式会社 
（2018 年 10 月 5 日） 

一般産業用油圧機器の一部製

品（油圧弁、油圧ポンプ等） 
使用無し 使用無し 

原子炉隔離時冷却

系廻り油圧弁 

ベンダー対東京計器間の要求として、油圧弁の

組立ボルトについて磁粉探傷試験※３を要求して

いたが、一部実施していなかった。 

当社要求であるＪＩＳに基づく外観点検を実施

し、組立ボルトの健全性は確認できていること

から、継続使用に問題ない。 
ＫＹＢ株式会社 

（2018 年 10 月 16 日） 
免震用・制振用オイルダンパ

ー 
使用無し － － 

株式会社川金ホールディングス 
（2018 年 10 月 23 日） 

免震用・制振用オイルダンパ

ー 
使用無し － － 

日立化成株式会社 
（2018 年 11 月 2 日） 

蓄電デバイス等 
・無停電電源装置 
・充電器盤 

・無停電電源装置 
・充電器盤 

・無停電電源装置 
・充電器盤 

ベンダー対日立化成間、または日立化成独自の

要求として、一部の無停電電源装置及び充電器

盤に組み込まれる電解コンデンサについては、

絶縁抵抗測定及び耐電圧試験の実施を要求して

いたが、実施していなかった。 

プラントメーカーまたはベンダーが無停電電源

装置及び充電器盤に電解コンデンサを組み込む

際に絶縁抵抗測定及び耐電圧試験等により異常

がないことを確認していることから、継続使用

に問題ない。 
株式会社トーカン 

（2018 年 12 月 4 日） 
産業機器用ゴム製品、電気機

器用ゴム製品他 
使用無し － － 

※１：不適切な取り扱いのあったと公表されている製品名 
※２：JEAG4611 及び JEAG4612 における重要度分類クラス１・２に属する構築物、系統及び機器及び福島第一においては、「特定原子力施設に係る実施計画」に係る機器が対象 

※３：試験体に磁性を与え、表面に磁粉と呼ばれる磁性体の微粉末を散布させて、きず部分に吸引されることによりできる磁粉模様によりきずを検出する方法 

 

３．その他 
  ・東京計器株式会社で不適切な取り扱いのあった製品がクラス３に該当する主タービン廻り油圧弁等で使用されているが、継続使用に問題がないことを確認済み。 
  ・日立化成株式会社で不適切な取り扱いのあった製品がクラス３に該当する充電器盤及び無停電電源装置等で使用されているが、継続使用に問題がないことを確認済み。 
 
４．今後の対応 

 株式会社フジクラにおける不適切な取り扱いの内容及び健全性の確認については、引き続き調査を実施。 
以上 
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（お知らせ） 

 

 

新潟県よりご要請いただいた放射性物質を含む浄水発生土の引取りに対する回答について 

 

2018 年 12 月 27 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

新 潟 本 社 

 

当社福島原子力事故により発生した、放射性物質を含む浄水発生土につきまして、新潟

県の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げま

す。 

 

 当社は、放射性物質を含む浄水発生土の引取りについて、2016 年 3 月 17 日に新潟県よ

りあらためてご要請をいただいておりました。 

本日、ご要請に対する回答書を新潟県に提出いたしましたので、お知らせいたします。 

 

添付資料：平成 28 年 3 月 17 日付文書「放射性物質を含む汚泥等の引取りについて」への

ご回答について 

 

以 上 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

新潟本部 渉外・広報部 広報総括グループ 

 025-283-7461（代表） 
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平成３０年１２月２７日 

新潟県知事 花角 英世 様 

東 京 電 力 ﾎ ｰ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｽ 株 式 会 社  常 務 執 行 役 

 新潟本社代表 橘田 昌哉 

 

 

平成２８年３月１７日付文書「放射性物質を含む汚泥等の引取りについて」へのご回答

について 

 

 

標記文書にて、ご要請を頂いた事項につきまして、下記の通りご回答申し上げます。 

 

 

記 

 

平成２８年３月１７日に改めてご要請頂いております浄水発生土の引取りにつきまし

ては、新潟県の皆さまにご迷惑とご心配をお掛けしております。 

 

弊社はこれまで関係箇所とご相談させて頂きつつ、引取りの実現に向けて鋭意検討を

重ねてまいりましたが、法規制や住民の方のご理解等の課題がクリアできず、弊社によ

る直接的な引取りは困難であると判断いたしました。 

 

ご要請を頂いてから時間を要したにも関わらず、このような回答に留まることに対し

深くお詫び申し上げます。 

 

 なお、浄水発生土の処分にかかる増分費用につきましては、原子力損害賠償法に基づ

き適切に対応させて頂きます。 

 

 

以上 
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廃炉・汚染水対策の概要 ２０１８年１２月２７日
廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議

1/9

「廃炉」の主な作業項目と作業ステップ

「汚染水対策」の３つの基本方針と主な作業項目

方針１．汚染源を取り除く

～汚染水対策は、下記の３つの基本方針に基づき進めています～

方針２．汚染源に水を近づけない

方針３．汚染水を漏らさない

③地下水バイパスによる地下水汲み上げ

④建屋近傍の井戸での地下水汲み上げ

⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置

⑥雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装

⑦水ガラスによる地盤改良

⑧海側遮水壁の設置

⑨タンクの増設（溶接型へのリプレイス等）

多核種除去設備（ALPS）等
• タンク内の汚染水から放射性物質を除去しリスクを低

減させます。
• 多核種除去設備に加え、東京電力による多核種除去設

備の増設（2014年９月から処理開始）、国の補助事
業としての高性能多核種除去設備の設置（2014年
10月から処理開始）により、汚染水（RO濃縮塩水）
の処理を2015年5月に完了しました。

• 多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水
について、多核種除去設備での処理を進めています。 (高性能多核種除去設備)

凍土方式の陸側遮水壁
• 建屋を陸側遮水壁で囲み、建屋への地下水流入を抑制します。
• 2016年3月より海側及び山側の一部、2016年6月より山側の95%の範囲の凍結を

開始しました。残りの箇所についても段階的に凍結を進め、2017年8月に全ての箇
所の凍結を開始しました。

海側遮水壁

• １～４号機海側に遮水壁を設置し、汚染された地下水の
海洋流出を防ぎます。

• 遮水壁を構成する鋼管矢板の打設が2015年9月に、鋼
管矢板の継手処理が2015年10月に完了し、海側遮水
壁の閉合作業が終わりました。

(海側遮水壁)

（注１）事故により溶け落ちた燃料。

２０１４年１２月２２日に４号機使用済燃料プールからの燃料取り出しが完了しました。引き続き、１～３号機の燃料取り出し、燃料デブリ(注１)取り出しの
開始に向け順次作業を進めています。

（注３）配管などが入った地下トンネル。

①多核種除去設備等による汚染水浄化

②トレンチ(注３)内の汚染水除去

( )

３号機使用済燃料プールからの燃料取り出し
に向けては、燃料取扱機及びクレーンの不具
合を踏まえ、原因究明、ならびに水平展開を
図った上で、2019年3月末の取り出し開始を
目標に安全を最優先に作業を進めます。

原子炉建屋オペレーティングフロアの線量低減対策とし
て、2016年6月に除染作業、2016年12月に遮へい体
設置が完了しました。2017年1月より、燃料取り出し用
カバーの設置作業を開始し、2018年2月に全ドーム屋根
の設置が完了しました。

使用済燃料プール
からの燃料取り出し

燃料デブリ
取り出し

原子炉施設の解体等

保管／搬出燃料取り出し
燃料取り出し
設備の設置

ガレキ撤去、
除染

保管／搬出
燃料デブリ
取り出し

解体等
設備の設計

・製作
シナリオ

・技術の検討

１、２号機 ３号機 ４号機

１号機：燃料取り出し開始 2023年度目処
２号機：燃料取り出し開始 2023年度目処
３号機：燃料取り出し開始 2018年度中頃※

４号機：燃料取り出し完了 2014年

原子炉格納容器内の状況把握／
燃料デブリ取り出し工法の検討 等

（注２）

１～３号機

2019年度

初号機の燃料デブリ
取り出し方法の確定

（注２）

燃料取り出し用カバー内部の状況
（撮影日2018年3月15日）

使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けて

• 2018年3月、陸側遮水壁はほぼ全ての範囲で地中温度
が0℃を下回ると共に、山側では4～5mの内外水位差が
形成され、深部の一部を除き完成し、サブドレン・
フェーシング等との重層的な汚染水対策により地下水位
を安定的に制御し、建屋に地下水を近づけない水位管理
システムが構築されたと考えています。また、3月7日
に開催された汚染水処理対策委員会にて、陸側遮水壁の
地下水遮水効果が明確に認められ、汚染水の発生を大幅
に抑制することが可能になったとの評価が得られました。

陸側遮水壁
内側

陸側遮水壁
外側

( )

一連の不具合を踏まえ、
2019年3月末を目標に
準備を進めます。

※

1



防潮堤設置により津波リスクの低減を図ります

安全第一福島第一安全第一福島第一安全第一福島第一
安全第一福島第一安全第一福島第一安全第一福島第一

注水

遮へい体

ドーム屋根

燃料取扱機
クレーン

１号機原子炉建屋北側屋根鉄骨の撤去
に向けて支障物がなくなりました

◆１～３号機の原子炉・格納容器の温度は、この１か月、約 １５℃～約３０ ℃※１で推移しています。
また、原子炉建屋からの放射性物質の放出量等については有意な変動がなく

※２
、総合的に冷温停止状態を維持していると判断しています。

※１ 号機や温度計の位置により多少異なります。
※２ １～４号機原子炉建屋からの放出による被ばく線量への影響は、2018年11月の評価では敷地境界で年間0.00022ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満です。

なお、自然放射線による被ばく線量は年間約2.1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ (日本平均)です。

東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版）

取り組みの状況

4号機

原子炉
格納容器
(PCV)

原子炉
圧力容器
(RPV)

燃料
デブリ

建
屋
カ
バ
ー
鉄
骨

使用済燃料
プール(SFP)

原子炉建屋(R/B)

注水

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ
（閉止完了）

2号機

ペ
デ
ス
タ
ル

3号機

前室

防風
フェンス

オペレーティングフロア
（オペフロ）

３号機燃料取り出しに向け、
着実に作業を進めています

2/9

陸
側
遮
水
壁

注水

２号機原子炉格納容器内部の堆積物の接触調査を行います

392体 615体 566体

2016/3/31
凍結開始

1568/1568
凍結管設置 (本)

2015/11/9
凍結管設置完了

＊：2012年に先行して
取り出した新燃料2体を含む

FHM
ガーダ

燃料取り出し用カバー

取り出し完了燃料（体）

1535/1535*
（2014/12/22燃料取り出し完了）

アンケートの結果を踏まえ
更なる労働環境改善を進めます

２号機格納容器内圧力の減圧により
放出リスクがさらに低減しました切迫性の高い千島海溝津波に対して、建屋流入に伴う建屋滞

留水の増加と流出を防止し、福島第一全体の廃炉作業が遅延す
るリスクを緩和することを目的に防潮堤を設置します。

福島第一の労働環境の改善に向けたアンケート(9回目)を
実施し、約5,000人の作業員の方から回答を頂きました
（回収率は前回比2.9％増の約94％）。その結果、福島第
一原子力発電所で働くことのやりがいについて、約78% 
の方々に「やりがいを感じている」「まあやりがいを感じ
ている」と評価を頂いております。

一方で、入退域管理施設までの移動のしやすさについて
は、25%を超える方々より「移動しにくい」「あまり移動
しやすくない」と評価を頂きました。この理由として「降
雨・降雪時に雨具等が必要」が最も多い結果となりました。

引き続き、作業員の皆さまから頂いたご意見を踏まえ、
改善を行っていきます。

原子炉格納容器（以下、PCVという）は、
水素濃度を低減させるため、窒素を封入し正
圧を保っています。放射性物質の放出リスク
の低減や今後のPCV内部調査時の作業性向上
を目的に、PCVの設定圧力を大気圧＋2kPa※

まで減圧する減圧試験を行いました（10/2
～11/30）。

試験の結果、プラントパラメータやダスト
濃度に有意な変動は確認されませんでした。

本試験の結果を踏まえ、12/1よりPCVの
設定圧力を大気圧+2kPaで運用しています。

※：試験前のPCV設定圧力：大気圧+4.25kPa

2018年1月の原子炉格納容器（以下、PCVという）内部調査では、既
設設備に大きな変形・損傷がないこと、ペデスタル底部全体に堆積物があ
ることを確認しました。今回は、堆積物の性状（硬さや脆さ）を把握する

設置する防潮堤は鉄筋コン
クリート製Ｌ型擁壁とし、防
潮堤高さT.P.+11.0mを確保
することとしています。

現在、実施中の廃炉作業へ
の影響を可能な限り小さくし、
2020年度上期の防潮堤の設
置完了を目標に、検討・工事
を進めます。

ため、前回使用した調査ユニットをフィン
ガ構造に変更し、フィンガを堆積物に接触
させる調査を実施します。

調査にあたっては、従来と同様、PCV
内の気体が外部に漏えいしない対策を行う
とともに、万が一漏えいした場合において
も、周辺環境へ影響を与えないよう、ダス
ト濃度を監視しながら作業を進めます。

今後、習熟訓練を行い、2019年2月頃
に調査を実施する予定です。

防潮堤設置イメージ図

9月より実施している安全点検では、
14件の不具合が確認されましたが、こ
れらについては1月中旬を目途に適宜対
策を行っています。また、合わせて実施
している品質管理確認では、発注仕様や
記録等を基に全構成品（79機器）の信
頼性の評価を実施し、記録等にて確認で
きないものに対する追加の安全点検等も
含め妥当である事を確認しました。

燃料取扱設備は、不具合発生時も燃
料・輸送容器等を落下させないなど安全
上の対策を施していますが、万が一、燃
料取出し作業中に不具合が発生した場合
でも、速やかに復旧出来るよう、手順の
策定や体制の構築、予備品の準備等を進
めていきます。

これらを踏まえ、2019年3月末の取
り出し開始を目標に、不具合対応、復旧
後の機能確認、燃料取り出し訓練を確実
に進めます。

防潮堤基本構造

今回の調査場所及び調査ユニット

調査範囲(赤枠内)

照明

カメラ

線量計
温度計

調査ユニット
フィン
ガ

照明

伸縮式パイプ

グレーチング
脱落部

プラットホーム

使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けて、X
ブレースの撤去及び北側ガレキ撤去を進めています。

Xブレースは、12月20
日に計画していた4か所の
撤去が完了しました。

また、北側崩落屋根の
うち、ルーフブロック等
・屋根スラブ・デッキプ
レートの撤去が完了し、1
月より屋根鉄骨を分断し
た上で撤去作業を開始す
る予定です。

北側支障物撤去の状況
2017年11月撮影 2018年9月撮影

屋根鉄骨
分断箇所

1号機

ルーフブロック等
屋根スラブ
デッキプレート
屋根鉄骨

オペフロ床の小ガレキ▼オペフロ床面

崩落屋根
オペフロ床面

ルーフブロック等
屋根スラブ
デッキプレート

屋根鉄骨

崩落屋根

オペフロ床の小ガレキ

崩落屋根断面イメージ図

支障物

年

月 9

2018 2019

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

安全点検

品質管理確認

燃料取り出し

関連工程

ケーブル・コネクタ仮復旧

動作確認

設備点検

品質管理確認

ケーブル交換

復旧後の機能確認 燃料取り出し 燃料取り出し

共用プール燃料取扱設備点検

燃料取り出し訓練 燃料取り出し訓練

3号機燃料取扱設備点検
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２号機使用済燃料プール内燃料・燃料デブリの取り出しに向け、既存
の原子炉建屋上部の解体・改造範囲について検討。作業の安全性、敷地
外への影響、早期に燃料を取り出しリスクを低減させる観点を考慮し、
原子炉建屋最上階より上部の全面解体が望ましいと判断。

プール燃料と燃料デブリの取り出し用コンテナを共用するプラン①と
プール燃料取り出し用カバーを個別に設置するプラン②を継続検討中。

中長期ロードマップでは、ステップ２
完了から２年以内（～2013/12）に
初号機の使用済燃料プール内の燃料取り
出し開始を第１期の目標としてきた。
2013/11/18より初号機である4号機の
使用済燃料プール内の燃料取り出しを開始
し、第２期へ移行した。

燃料取り出し作業開始から１年以内と
なる2014/11/5に、プール内の使用済燃料1,331体の共用プールへ
の移送が完了した。残りの新燃料の6号機使用済燃料プールへの移送は、
2014/12/22に完了。(新燃料2体については燃料調査のため
2012/7に先行して取り出し済)
これにより、４号機原子炉建屋からの燃料取り出しが完了した。今回の
経験を活かし１～３号機のプール燃料取り出しに向けた作業を進める。

２０１８年１２月２７日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
１／６

廃止措置等に向けた進捗状況：使用済み燃料プールからの燃料取り出し作業

３号機

共用プール

共用プール内空き
スペースの確保

（乾式キャスク仮保管設備への移送）

現在までの作業状況
・燃料取扱いが可能な状態まで共用プールの復

旧が完了（2012/11）
・共用プールに保管している使用済燃料の乾式

キャスクへの装填を開始（2013/6）
・4号機使用済燃料プールから取り出した使用済

燃料を受入（2013/11～2014/11）

参考資料

共用プールからの使用済燃料受け入れ

乾式キャスク ２）乾式キャスク（※２）

仮保管設備

2013/4/12より運用開始、キャスク保管建屋より既設乾式キャスク全9
基の移送完了(2013/5/21)、共用プール保管中燃料を順次移送中。

＜略語解説＞
（※１）オペレーティングフロア（オペフロ）：
定期検査時に、原子炉上蓋を開放し、炉内燃
料取替や炉内構造物の点検等を行うフロア。
（※２）キャスク：放射性物質を含む試料・機器
等の輸送容器の名称

４号機

燃料取り出し状況

※写真の一部については、核物質防護などに関わる機微情報を含むことから修正しております。

1号機 ２号機

プラン①イメージ図 プラン②イメージ図

カバー内部燃料取扱設備 全体イメージ

燃料取り出し用カバー

燃料取扱機
クレーン

マニュピュレータ
燃料把持機
（マスト）

１～３号機使用済燃料プール内の燃料の取り出し開始至近の目標

＜進捗状況(1/22撮影)＞

キャスク
ピット

キャスク
ピット貯蔵エリア

吸引装置

1号機使用済燃料プールからの燃料取出しについては、原子炉建屋最上階（オペフロ）の上部に、燃料取り出し
専用カバーを設置する計画。2016/11/10、建屋カバーの全ての屋根パネル・壁パネルの取り外し完了。
2017/5/11、建屋カバーの柱・梁の取り外し完了。2017/12/19、建屋カバーの柱・梁の改造及び防風フ
ェンスの設置を完了。
オペフロ北側のガレキ撤去を2018/1/22から開始。吸引装置によるガレキ撤去作業を慎重に進めており、放
射性物質濃度を監視している敷地境界付近や構内のダストモニタに有意な変動がないことを確認。

ガレキ撤去範囲
（北側）

＜オペフロの状況)＞

2015年10月撮影 2017年11月撮影

ドーム屋根設置状況（2/21撮影）

1 2 4 5 6 7 8
3

燃料取り出し用カバー設置に向けて、プール内大型ガレキ撤去作業が2015年11月に完了。安全・着実に
燃料取り出しを進めるために、現場に設置する燃料取扱設備を用いて、工場にて遠隔操作訓練を実施
（2015年2月～12月）。原子炉建屋最上階の線量低減対策（除染、遮へい）を、2016年12月に完了。
2017年1月より燃料取り出し用カバー・燃料取扱設備の設置作業を実施。
2018/2/23燃料取り出し用カバー設置完了。
燃料取り出しに向けては、燃料取扱機及びクレーンの不具合の原因究明ならびに水平展開を図った上で、
2019年3月末の取り出し開始を目標に安全を最優先に作業を進める。
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くみ上げ

海水面

上部透水層

難透水層

④サブドレン

地下水ドレン

地下水位

⑧海側遮水壁⑤陸側遮水壁 ⑤陸側遮水壁

③地下水バイパス
⑥敷地舗装

雨

⑦水ガラス
地盤改良

②トレンチ

くみ上げ Cs/Sr除去
淡水化

タービン建屋 くみ上げ④サブドレン
くみ上げ

難透水層
揚水井

下部透水層

原子炉建屋

ウェルポイント

廃止措置等に向けた進捗状況：循環冷却と滞留水処理ライン等の作業

原子炉冷却、滞留水処理の安定的継続、信頼性向上至近の目標

設備改善

：想定漏えいルート（凡例）

多核種
除去設備等

貯蔵タンク
（RO濃縮塩水）

２０１８年１２月２７日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
５／６

汚染水（RO濃縮塩水）の処理完了

多核種除去設備（ALPS）等７種類の設備を用い、汚染水（RO濃縮塩
水）の処理を進め、タンク底部の残水を除き、2015/5/27に汚染水の処理
が完了。
なお、タンク底部の残水については、タンク解体に向けて順次処理を進める。

また、多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水については、
多核種除去設備で再度浄化し、更なるリスク低減を図る。

サブドレン水を汲み上げることによる地下水流入の抑制

地下水バイパスにより、建屋付近の地下水位を低下させ、建屋への地下水流入を抑制

揚水井

地下水の流れ

（山側→海側）

サブドレンポンプ稼働により
地下水抜水

地下水

建屋へ流れ込む地下水の量を減らすため、建屋周辺の井戸（サブドレン）からの地
下水のくみ上げを2015/9/3より開始。くみ上げた地下水は専用の設備により浄化
し、水質が運用目標未満であることを東京電力及び第三者機関にて確認した上で排
水。

山側から流れてきた地下水を建屋の上流で揚水し、建屋内への地下水流入量を抑
制する取組（地下水バイパス）を実施。
くみ上げた地下水は一時的にタンクに貯留し、東京電力及び第三者機関により、
運用目標未満であることを都度確認し、排水。
揚水井、タンクの水質について、定期的にモニタリングを行い、適切に運用。
建屋と同じ高さに設置した観測孔において地下水位の低下傾向を確認。
建屋への地下水流入をこれまでのデータから評価し、減少傾向を確認。

原子炉建屋への地下水流入抑制

凍結プラント

・延長 約1,500m陸側遮水壁

１～４号機建屋周りに凍土方式の陸側遮水壁を設置し、建屋への地下水流入を抑制

フランジタンク解体の進捗状況
・フランジタンクのリプレースに向け、H1東／H2エリアにて2015年5月よりフランジ

タンクの解体に着手し、H1東エリアのフランジタンク(全12基)の解体が2015年10
月に、H2エリアのフランジタンク(全28基)の解体が2016年3月に、H4エリアのフラ
ンジタンク(全56基)の解体が2017年5月に、 H3・Bエリアのフランジタンク（全31
基）の解体が2017年9月に、Ｈ５及びH5北エリアのフランジタンク（全31基）の解
体が201８年6月に、G6エリアのフランジタンク（全３８基）の解体が2018年7月に
、H6及びH6北フランジの解体が2018年9月に完了（全２４基）。G4南エリアのフ
ランジタンク解体を実施中。

このイメージは、現在表示できま
せん。

原子炉建屋

タービン建屋

地下水

滞留水処理
（ｷｭﾘｵﾝ/

ｻﾘｰ）

材質強
化等

復水貯蔵タンク

バッファタンク

炉注水
ポンプ

地下水位

塩分処理
（逆浸透膜）

信頼性向上

貯蔵タンク
（ストロンチウム

処理水等）

モバイル型
ストロンチウム
除去装置等

貯蔵タンク
（処理水）

循環注水冷却設備・滞留水移送配管の信頼性向上

・３号機復水貯蔵タンク（CST）を水源とする原子炉注水系の運用を開始(2013/7/5～)。従来に比べて、
水源の保有水量の増加、耐震性向上等、原子炉注水系の信頼性が向上。

・汚染水の漏えいリスクを低減するため、淡水化（RO）装置を4号機タービン建屋に設置。汚染水の移送、
水処理、原子炉注水を行う循環ループを縮小する。新設したRO装置は10/7運転開始し、10/20より24
時間運転。RO装置を建屋内に新設することにより、循環ループは約3kmから約0.8km※に縮小。

・建屋滞留水中の放射性物質の低減を加速させるため、2月22日に3・4号機側、4月11日に1・2号機側の
建屋滞留水の循環浄化を開始。

・循環浄化では、水処理装置出口ラインから分岐する配管(滞留水浄化ライン)を新たに設置し、水処理設備で浄
化した処理水を1号機原子炉建屋及び2～4号機タービン建屋へ移送。

・引き続き、建屋滞留水の貯蔵量低減と併せて建屋滞留水のリスク低減に努める

建屋への地下水流入を抑制するため、建屋を囲む陸側遮水壁の設置を計画。
2016年3月より海側及び山側の一部、2016年6月より山側の95%の範
囲の凍結を開始。残りの箇所についても段階的に凍結を進め、2017年8
月に全ての箇所の凍結を開始。
2018年3月、陸側遮水壁はほぼ全ての範囲で地中温度が0℃を下回ると
共に、山側では4～5mの内外水位差が形成され、深部の一部除き完成し、
サブドレン・フェーシング等との重層的な汚染水対策により地下水位を安
定的に制御し、建屋に地下水を近づけない水位管理システムが構築された
と判断。また、3月7日に開催された汚染水処理対策委員会にて、陸側遮
水壁の地下水遮水効果が明確に認められ、汚染水の発生を大幅に抑制する
ことが可能となったとの評価が得られた。

H1東エリア解体開始時の様子 H1東エリア解体後の様子

※：汚染水移送配管全体は、余剰水の高台へのラ
イン(約1.3km)を含め、約2.1km

＃１～＃３

Ｒ／Ｂ

その他建屋

ＳＰＴ
（Ｂ）

RO装置
（既設）

ＲＯ
装置

ＣＳＴ

濃縮水

ＲＯ処理水

地下水他流入

SARRY/ KURION
（Cs，Srの除去）

貯蔵
タンク

原子炉注水

：建屋内ROライン：敷設済みライン

＃４

Ｔ／Ｂ

P

プロセス主建屋／高温焼却炉建屋

P
P

Ｓｒ処理水

：滞留水浄化ライン
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廃止措置等に向けた進捗状況：敷地内の環境改善等の作業

・発電所全体からの追加的放出及び事故後に発生した放射性廃棄物（水処理二次廃棄物、ガレキ等）による放射線の影響を低減し、
これらによる敷地境界における実効線量1mSv/年未満とする。

・海洋汚染拡大防止、敷地内の除染

至近の
目標

２０１８年１２月２７日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
６／６

大型休憩所の状況

海側遮水壁 鋼管矢板打設完了状況

放射線防護装備の適正化

福島第一原子力発電所敷地内の環境線量低減対策の
進捗を踏まえて、１～４号機建屋周辺等の汚染の高い
エリアとそれ以外のエリアを区分し、各区分に応じた
防護装備の適正化を行うことにより、作業時の負荷軽
減による安全性と作業性の向上を図る。

2016年3月より限定的に運用を開始。2017年3月、
9月にGzoneを拡大。

作業員の皆さまが休憩する大型休憩所を設置
し、2015/5/31より運用を開始しています。

大型休憩所には、休憩スペースに加え、事務
作業が出来るスペースや集合して作業前の安全
確認が実施できるスペースを設けています。

大型休憩所内において、2016/3/1にコン
ビニエンスストアが開店、4/11よりシャワー
室が利用可能となりました。作業員の皆さまの
利便性向上に向け、引き続き取り組みます。

線量率モニタの設置

福島第一構内で働く作業員の方が、
現場状況を正確に把握しながら作業で
きるよう、2016/1/4までに合計86
台の線量率モニタを設置。

これにより、作業する場所の線量率
を、その場でリアルタイムに確認可能
となった。

また、免震重要棟および入退域管理
棟内の大型ディスプレイで集約して確
認可能となった。

線量率モニタの設置状況

Ａ

Ｂ

Ｆ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｇ

Ｈ

Ｊ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｔ

Ｕ

Ｑ

Ｖ

W

P

固体廃棄物貯蔵庫1,2棟

D

固体廃棄物貯蔵庫3～8棟

固体廃棄物貯蔵庫9棟

AA

X

瓦礫類保管エリア
伐採木保管エリア
瓦礫類保管エリア（予定地）
瓦礫類保管エリア（運用前）
セシウム吸着塔保管エリア
スラッジ保管エリア
スラッジ保管エリア（運用前）
濃縮廃液保管エリア
使用済保護衣等保管エリア

海側遮水壁の設置工事

汚染された地下水の海洋への流出を防ぐ
ため、海側遮水壁を設置。
2015/9/22に鋼管矢板の打設が完了し
た後、引き続き、鋼管矢板の継手処理を
行い、2015/10/26に海側遮水壁の継
手処理を完了。これにより、海側遮水壁
の閉合作業が終わり、汚染水対策が大き
く前進した。

海側遮水壁 鋼管矢板打設完了状況
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（お知らせメモ） 
 

柏崎刈羽原子力発電所事務本館内における 

ニュースアトム返信ハガキの紛失の疑いについて 

 

2019 年 1 月 9 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

 昨日（1 月 8 日）、当所事務本館内において、ニュースアトムの読者の皆さ

まからいただいた返信ハガキを整理していたところ、郵便物として受領した

返信ハガキの枚数が 10 枚不足していることを確認しました。 

 

 事務本館内において、郵便物としての受領の検収のために数えた返信ハガ

キの枚数と、その後、返信ハガキを管理するためにナンバーをスタンプしな

がら数えた枚数が一致しないことにより判明したものです。 

 

 当該ハガキには、投函された方の氏名や住所、電話番号などの個人情報を

記載する欄があり、これまで事務本館内等を捜索してまいりましたが、現時

点で発見できていないことから紛失の疑いがあるものと判断いたしました。 

 

 なお、当該ハガキは事務本館内でのみ取り扱っていたため、発電所構外に

個人情報が漏えいした可能性は低いものと考えております。 

 

 当所といたしましては、ニュースアトム読者の皆さまの大切な個人情報を

紛失した疑いが生じたことに対し、心よりお詫び申し上げます。今後、徹底

した再発防止対策を講じ、個人情報の厳正的確管理に努めてまいります。 

 

以 上 
 

【添付資料】 

・ニュースアトム返信ハガキ 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 

 

○読者の皆さまのお問い合わせ先 

広報部 企画広報グループ 0120-120-448 

 

○報道関係者の皆さまのお問い合せ先 
広報部 報道グループ 0257－45－3131（代表） 
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